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令和４年度社会福祉法人高槻市社会福祉事業団事業計画 

 

Ⅰ 基本方針 

令和２年６月に高槻市において、本事業団と高槻市社会福祉協議会との統廃合と今後の事

業の在り方が示され、その市の方針に基づき、令和３年度から各事業の整理を進めていると

ころである。  

 

令和３年４月より、これまで指定管理事業として運営していた療育園や富田・郡家・春日・

山手・芝生の５老人福祉センター等は、高槻市社会福祉協議会にて事業が継承された。  

訪問介護・居宅介護支援・訪問看護の介護保険事業は、大阪府社会福祉事業団へ事業を譲

渡し、約４００名の利用者の継承が行われ、そこで従事する職員も本年４月から正式に同事

業団で雇用される予定である。  

また、城東及び山手老人デイサービスセンターは、令和４年２月末をもって事業運営を終

了し、利用者の移行と希望する職員の雇用斡旋を引き続き行っていく。  

これらの各事業の整理を踏まえ、令和４年度以降の本事業団の運営は、養護老人ホームと

阿武山老人デイサービスセンターのみとなる。  

 

指定管理事業として運営している養護老人ホームは、令和５年度末を目途に民間譲渡とな

り、現在、市において新たな事業所の選定を行っているところである。昨年４月から自主事

業として運営している阿武山老人デイサービスセンターは、同じ建物内にある養護老人ホー

ムの入所者の利用状況や民間譲渡の時期等を考慮し、同時期の令和５年度末を目途に廃止す

る予定である。  

 

 令和４年度においても前年から続く新型コロナウイルス感染症の感染の影響で、先行きが

見通せない状況であるが、引き続き、適切な感染症予防策と職員の安全管理の徹底に努めて

いくとともに、市の外郭団体として、市と連携して円滑な法人運営を行っていく。  
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〔法人の基本理念〕 

 

１ 利用者本位の質の高いサービス提供 

利用者本位で質の高い支援や、良質で安全・安心な保健・福祉サービスを提供するた

め、利用者の特性とともに地域社会や時代のニーズを的確に把握し、専門職による質の

高いサービスを提供する体制やリスクマネジメント体制を確立する。 

 

２ 人材育成と運営組織体制の強化 

サービスの質の向上には、その担い手である職員個々の能力の向上が不可欠であり、

計画的な研修を実施し、スキルの向上や人材確保を目指す。また、職員の適正配置、人

事考課等の人事諸制度の整備とともに、産業医の配置を通じ、職場の労働環境及び職員

健康管理の整備を図る。 

 

３ 市の外郭団体としての役割遂行 

保健・福祉分野のサービス提供にあたっては、市に求められているこれらの分野にお

ける公的セーフティネットとしての役割を認識しつつ、職員には外郭団体職員としての

自覚を促し、社会的責任に応えられるよう法令遵守等コンプライアンスの確立にも努め

る。 

 

４ 地域との連携強化 

本事業団がこれまで蓄積した保健・福祉・医療に係るノウハウを活用し、行政・教育

機関・医療機関・地域団体・民生委員・児童委員・地区福祉委員会等、地域福祉の推進

者との連携を推進・活性化させ、利用者・住民がよりよいサービスを享受できる環境と

地域で自分らしく生きることができる社会の構築を目指す。 

  

〔令和４年度の主たる事業展開〕 

   

１ デイサービスセンター管理運営事業 

  介護保険制度をはじめとする関連法制度に基づき、常に利用者サービスの向上と経営

的視点に立ち、利用者ニーズに即したサービス提供の体系を整えるとともに、介護予防・

日常生活支援総合事業等の新たな制度の枠組みにも対応できるよう検討を重ねる。  

  一方、高槻市介護保険事業者協議会の運営においては、市との連携強化を図り一定の

役割を果たすなかで、市民に対する介護サービスの向上を図る。 

 

２ 管理代行事業 

指定管理者となっている養護老人ホームの管理については、これまで同様、市担当部

局との連携を図り、関連法制度の改正に即した対応に努める。事業実施に関しては、市

の保健福祉施策におけるセーフティネットの役割を十分認識し、利用者サービスの向上

を目指す。 

さらに、地域住民に親しまれる施設運営を念頭に、近隣の小学校・幼稚園などとの異

世代間交流事業、大学等の資格取得に向けた実習生の受け入れ、市立中学校の職業体験、

ボランティアの受け入れ等を今後も積極的に進め、福祉･介護に携わる人材の育成と、社

会福祉全般に対する理解を深める機会を提供していく。  

最後に、各施設の管理運営に関しては、リスクマネジメントを常に意識し、市に準じ

て作成した本事業団が定める各種要綱･要領、及び詳細なマニュアルのもと、職員のコン

プライアンスも含め周知徹底し事業運営に活かしていく。 
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Ⅱ 事業（自主事業及び管理代行事業) 

１ 自主事業   

  阿武山老人デイサービスセンター 

 

２ 管理代行事業 

   高槻市立養護老人ホーム（生活管理指導短期宿泊事業、特定施設入居者生活介護事業  

（外部サービス利用型）を含む。） 

 

 

Ⅲ 管理 

 １ 組織図 

   

 

 

 

理事長  

常務理事  

事務局長  

総務課  

養護老人ホーム  

阿武山老人デイサービスセンター  

 

事務局  

理事会  評議員会  

総括施設長  
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 ２  法人運営 

(1)  評議員会・理事会の開催 

評議員会では、運営に係る重要事項の議決機関として、時代や地域のニーズに即した

事業展開を行えるように、地域住民の声や福祉に関する有識者等の意見を反映させる。 

また、法人運営の視点では、利用者サービスの向上、人材の育成、市の外郭団体とし

ての役割遂行及び地域との連携強化により、法人の社会的評価や職員意識の向上を目指

す。 

理事会では、業務執行に関する意思決定機関として、法人の「基本理念の４つの柱」

の実現に向け、その方向性に沿った管理運営を行っていく。 

(2)  監事監査等の実施 

会計監査においては、会計処理が正当な根拠に基づき適正に処理され、かつ漏れなく

会計帳簿に記録されていること、及び財産保全が適切に行われていることを監査し、業

務監査においては、業務運営が法令等に準拠し、かつ中期的目標の達成のため合理的に

行われていることを監査する。また、適正な会計処理を行い経営の安定化を図るため、

公認会計士の指導による経営状況診断にも取り組み、経営的観点に立った事業実施に努

める。 

   (3)  組織、人事制度等の改善 

各事業所には事業管理者と管理者代行を各々配置し、組織の指示・連絡体制を明確に

する。また、全職員対象の自己申告と、所属長・事業管理者等に対しヒアリングを実施

し、事業と職員の状況を常に把握した上で適切な人事配置を行い、効果的な事業運営に

努める。 

 

３ 連絡及び調整 

    事業団の運営に関する重要事項の方針決定等については、市と連絡調整し、共通の理

解のもと、理事会で意思決定し、評議員会の議決を経て事業運営に当たる。また、円滑

な事業推進のため、事業団本部事務局と各事業所との連携・調整を密にし、各課題への

対応を協議する。 

 

  ４ 会計管理 

    理事会で承認された予算については、毎月、当期の予算執行予定額と前期の予算執行

額とを比較して確認し、収入の増減や臨時的経費などに対応して執行する。これらの予

算管理については、毎月、顧問契約を行っている公認会計士の指導を受けながら実施す

る。 

 

  ５ 効率的な事務処理 

消耗品等の購入を必要に応じて共同で行い、また各施設の維持管理にかかる業務につ

いて一括契約を行うなど、事務処理の効率化を図る。  

 

  ６ 職員研修 

(1)  人権研修の実施や高槻市が実施する人権セミナー等を活用し、人権に関して職員意

識のさらなる向上に努める。 

(2)  コンプライアンス研修の実施により、市の外郭団体職員であることを十分認識し、

公的責任を果たす社会福祉施設に従事する者として自覚を持った職員を養成する。 

(3)  利用者本位の質の高いサービスを提供し、制度改正にかかる必要な資格を取得させ

るため、資格取得の補助制度の利用を奨励する。また外部研修を積極的に活用し、専

門性を向上させ、サービス提供に関して高い意識を持った職員を養成する。  

(4)  その他、ハラスメントやメンタルヘルスなど必要な職員研修を随時実施する。 
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  ７ 苦情解決及び利用者ニーズの把握 

(1) 「高槻市社会福祉事業団福祉サービスに関する苦情解決事業実施要綱」に基づき、

苦情解決責任者の設置や第三者委員による助言等により、公平な観点から苦情に対し

迅速かつ適切な解決を図る。 

(2) 利用者からの苦情を貴重な意見として真摯に受け止め、今後のサービス向上に活か

していく。 

(3) アンケート等により利用者ニーズを的確に把握し、円滑な事業運営を図る。  

 

  ８  情報発信  

   (1) 本事業団ホームページを有効に活用し、事業及び施設運営の透明性を確保するとと

もに、各施設の様子や求人情報等をリアルタイムで発信していく。 

(2)  事業団全体及び各施設のパンフレットを通じ、本事業団が行う事業内容について、

積極的な情報発信を行う。 

(3)  各施設において、センター通信など機関紙を適宜発行し、施設利用者に対する広報

の充実を図る。 

 

  ９  地域及び他機関との連携 

   (1) 各施設における近隣施設との合同行事、世代間交流等を積極的に行い、地域に根ざ

した運営に努める。 

  (2)  高槻市社会福祉協議会等との連携で、地域福祉の推進や高齢者等の就労に関する検

討を進めるとともに、団体間の連携を深める。 

  (3) 同種の事業を実施する法人や、専門職を養成する教育機関、保健・福祉の関連団体

と互いの特色を活かし補いながら、業務の連携を積極的に行い、市民福祉の向上に努

める。 

  (4) 市内大学等の教育実習生や小・中学校の職業体験、ボランティアの受け入れ等を積

極的に進め、福祉･介護に携わる人材の育成と、社会福祉に対する意識の醸成に寄与し

ていく。 

 

  10 個人情報の適正な管理 

(1) 市の個人情報保護条例に準じて整備した「高槻市社会福祉事業団個人情報保護事務

要領」及び「高槻市社会福祉事業団情報公開申出制度の事務要領」に基づき、個人情

報に係るプライバシーの保護を図る。また、マイナンバーの取扱いに関しては、「高

槻市社会福祉事業団特定個人情報保護規程」を設け、安全管理の徹底を図る。 

(2)  関連業者に対して、個人情報保護の遵守を徹底させ、個人情報の漏えい防止に必要

な措置を行う。 

(3)  個人情報の漏えいが発生しないよう、電子機器等の廃棄については適切に実施する。 

(4)  個人情報保護に関する実務研修会や情報セキュリティ研修等を実施し、職員の個人

情報保護の意識を向上させる。 

 

  11 危機管理（安全対策） 

   (1) 「災害時等における社会福祉事業団の事業等に関する取扱について」及び「高槻市

社会福祉事業団の社会福祉施設及び事業における事故等発生時の対応要領」に基づき、

災害発生時や事故等に迅速且つ適切に対応する。また、各施設では、消防法に基づく

自衛消防組織をはじめとした災害緊急体制の確立や災害避難訓練等を行い、安全対策

に万全を期す。 

  (2) 設備、器具等の定期的な点検及び適正な使用方法の徹底を図るとともに、入浴設備
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のある施設においては、保健所の定める「入浴設備におけるレジオネラ症発生防止マ

ニュアル」の遵守を徹底する。また、インフルエンザやノロウイルスをはじめとした

感染症対策としては、国及び保健所の指針及び通知に基づくマニュアルの周知徹底を

図っていく。 

  (3) 施設の入所者、利用者の安全の確保のため、「高槻市社会福祉事業団防犯対策取扱要

領」に基づき防犯に努める。 

 

12 環境への取り組み 

  (1)  市が策定している地球温暖化防止に向けた「たかつきエコオフィスプラン」に準拠

し、本事業団においても事業活動から生じる温室効果ガスの排出抑制に努める。 

(2)  昼休みや使用後の会議室など不要な照明は消灯を徹底し、また電子機器の新規購入

及び更新時にはエコ商品を優先的に採用するなど電気使用量の削減を図る。  

(3)  空調設備の温度設定を適切に管理し、市が推進する、ツル性植物による「たかつき

緑のカーテン大作戦」を実践するなど冷房効率を向上させて燃料使用量の削減を図る。 

(4)  電子情報の印刷を最小限に抑えるとともに、紙の両面使用の徹底や使用済み封筒の

再利用など紙使用量の削減を図る。 

(5) 用紙を購入するときは古紙パルプ配合率の高いものを選択するなど、環境に配慮し

た製品やサービスを優先的に採用するグリーン調達を推進する。  

 

13 職員の安全衛生 

産業医を配置し、健康診断実施後の異常所見者への面談、ストレスチェックの意見

聴取、長期休業者への職場復帰にかかる面談を実施する。  
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Ⅳ 自主事業 

阿武山老人デイサービスセンター 

 

(1)運営方針 

センターにおいては、利用者の選択と自己決定を尊重するとともに、利用者個人の尊

厳に配慮したサービスの提供に努める。また、利用者と家族ニーズを的確に把握した上

で、心の通い合いを大切にし、「温かい介護」・「優しい支援」・「季節を感じる行事の開

催」等、利用者にとって有意義で充実した時間の提供に努め、運動機能の向上を図った

介護予防も行う。そして、認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了した有資格者を

適宜配置し、認知症状の進行の緩和と生活機能の維持向上を図り、住み慣れた地域で安

心して暮らし続けていけるようにサービスの提供に努める。さらに、センターの立地条

件や、利用者の介護度に合わせたプログラムの提供を実施する。  

利用者の「安心・安全」の確保については、常に安全面を意識した送迎体制を確保し、

センター内では転倒や怪我防止のための安全確認を行う。また、利用者の急な体調の変

化の緊急時対応としてＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置し、看護職員をはじめ職員

全員がその対応に備える。 

また、サービスの質の向上をめざし日々自己研さんに努め、必要に応じ職員研修を行

うとともに、市内大学等、教育機関の実習生や市内中学校等の職業体験も積極的に受け

入れることで将来の福祉の担い手の育成や職業観の醸成に寄与し、地域の方々や近隣の

保育園、小学校とも積極的に交流を行い、信頼される施設運営に努める。  

 

☆重点目標 

・利用者一人ひとりの意思及び人格の尊重  

・ケア事故の防止 

・業務の効率化とコスト意識の徹底 

・コンプライアンスルールの徹底 

・法改正に対応したサービスのあり方の研究  

・専門性のある認知症ケアの徹底 

 

(2) 事業内容 

① 利用者定員  ３５名 

 

② サービス内容 

ア 送迎 

玄関（迎え）から玄関（送り）まで対応し、必要に応じて自宅内への送迎を行うな

ど、利用者及び家族への負担を軽減するとともに、安全面に配慮した対応に努める。 

イ 健康管理 

看護職員による検温・血圧測定・脈拍測定などの日常的なバイタルチェックを行う

とともに、緊急時には医療機関(主治医）・家族・ケアマネジャーに速やかに連絡がと

れるよう体制の整備を図る。 

ウ 入浴 

状態状況に応じた介助及び浴槽にて入浴（リフト浴・一般浴）を行い、心身ともリ

ラックスできるように努める。 

エ 食事 

栄養士が立てた献立に基づき、栄養バランスのとれた食事を身体状況に応じた形態

（ミキサー、きざみ、一般）で提供する。  
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オ 生活相談 

利用者や家族からの相談に対して迅速、適切な対応及び助言をする。  

カ 運動機能向上訓練 

個別計画に基づき、機能訓練指導員が中心に運動機能及び生活機能向上を目的に

個別に機能訓練を行う。  

  

③ 年間行事 

月 内容 

４月 花見ドライブ 

５月 ボーリング大会 

６月 壁面作り 

７月 七夕まつり 

８月 夏祭り 

９月 敬老会 

１０月 運動会 

１１月 紅葉ドライブ 

１２月 クリスマス会／正月飾作り 

１月 すごろくゲーム・書き初め 

２月 節分ゲーム 

３月 ひな祭り 

※その他、音楽療法・誕生会・カレンダー作り・エクササイズ・園芸活動  

 

(3) 管理 

① 職員研修 

    質の高いサービス提供を行うため、各職種の職員が必要に応じて事業所内外研修を計

画的に実施・受講する。  

・高齢者レクワーカー養成研修 

・感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止  

・認知症ケア 

・事故の発生等緊急時の対応 

・事故の発生予防又はその再発の防止  

・認知症介護実践者研修  

 

② 危機管理 

ア 防災訓練 

職員、利用者に対し定期的に避難訓練を実施する。  

イ 安全管理 

車両運行に当たっては、関係法令に定められた点検・整備を実施するとともに運

行前点検の実施により交通災害の防止に努める。  

また、ケア事故防止のため、常に安全性とリスクを確認するとともに、「ヒヤリ

ハット」の事例報告・回覧・対策を行い、事故を防ぐ意識の高揚に努める。  

さらに、朝礼・終礼や職員会議等で利用者の情報を共有し、ケア事故の防止に努

める。 
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ウ 感染症対策 

施設内の適温・適湿管理や必要な消毒を行うとともに、利用者・職員の手洗い、

うがいを励行し、感染症（新型コロナウイルス・インフルエンザ・ノロウイルス等）

の施設内感染防止に努める。 

③ 苦情解決 

苦情受付窓口を設置するとともに、苦情解決責任者（管理者）を設置し、日常的に

利用者からの苦情・要望を聴取し対応する。また、高槻市からの派遣介護相談員（２

名）が直接、利用者からの疑問や不安を聞く中でサービスの改善に努める。  

 

④ 希望調査 

    利用者、家族等のニーズを把握するためにアンケート調査を実施し、サービスの向上

に努める。 

 

⑤ 地域との交流 

    利用者が地域の方々との交流により、社会や地域とのふれあいを実感し、社会的尊厳

を失わないよう、近隣の保育園や小学校との地域交流を実施する。  

 

  ⑥ 環境への配慮 

「高槻市環境基本計画」や「たかつきエコオフィスプラン」等に基づき、電気・ガス・

水道の使用量節減やごみの減量に努めるとともに、周辺の美化に配慮し、定期的に周辺

の清掃を行う。また、季節に応じた草花を敷地内に植栽するなど緑化に努める。  

特に夏季には冷房効果を高めエアコン使用量を抑えるため、実施可能なセンターにお

いては引き続き、ツル性植物による市の「たかつき緑のカーテン大作戦」を実施する。 
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Ⅵ  管理代行事業 

 高槻市立養護老人ホーム“阿武山荘” 

   (1) 運営方針 

① 入所者を養護するとともに、入所者の社会復帰の促進及び自立のために必要な指導

及び訓練その他の援助を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日

常生活を営むことができるようにすることを目指す。  

② 入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って処遇を行うように努め

る。 

③ 入所者が健康的な生活が送れるように、一人ひとりのニーズに可能な限り対応した

栄養のバランスを重視した食生活を楽しんでいただくなど、常に職員と入所者が協働

して明るく家庭的な雰囲気づくりを目指すとともに、地域や家庭との結びつきを重視

する。 

④ 介護保険サービスの利用対象となる入所者が、必要な介護サービスを受けること  

ができるように、介護保険法に規定する指定 (介護予防)特定施設入居者生活介護事業

を行う。     

なお、管理運営にあたっては、各専門職種間のチームワークにより、きめ細かな対

応と効率的な運営に努める。 

〇 運営の重点目標 

       ・明るく清潔な生活環境で、活気と人情味あふれる施設づくり  

       ・職員と入所者が信頼で結ばれた施設づくり 

       ・地域と一体となった開かれた施設づくり  

・業務マニュアルに基づく合理的な運営  

 

   (2) 事業内容 

     入所者の処遇に当たっては、人権を尊重するとともに、入所者のニーズを常に把握

し、きめ細かく個々人を処遇することで、個々の生活の質を高める。     

① 入所定員 

５０名〔指定特定施設入居者生活介護（指定介護予防特定施設入居者生活介護）

の利用者含む。〕 

   ② 入所者への対応 

    ア 生活援助 

      規則正しい生活を援助し、各種レクリエーションやクラブ活動（月１回の映画会

の実施、民謡、カラオケ教室、季節ごとの行事など）を通して、機能低下の防止に

努める。 

     イ 食事の提供 

       入所者の健康の保持・増進に充分に配慮し、バラエティーに富んだ献立により楽

しい食事を提供する。さらに、病原性大腸菌Ｏ－１５７やノロウイルスなどによる

集団食中毒予防にも十分配慮し、安全な食事を提供する。  

     ウ 生活環境づくり 

        バリアフリー化で快適且つ安全な居室と、家庭生活に近い居住環境を整備すると

ともに、入所者の身辺並びに居室の整理整頓、入浴、布団干し、清掃など日常生活

支援業務を通して常に衛生意識の高揚に努め、快適な生活が送れるような環境づく

りを行う。      

また常に敷地内及びその周辺の衛生、美化を心がけ、良好な環境づくりに努める。  

     エ 健康管理 

       入所者の心身の状態を常に把握し、加齢によって発生する疾病の予防に努め、嘱
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託医及び関係医療機関等と常に連携を保ち、健康の保持・増進に努める。   

また、入所者の身体機能の維持向上を図るための運動（体操・歩け歩け運動等）

を働きかけ、転倒、骨折等の事故防止及び認知症の予防に努める。  

さらに身体的に健康状態が不安定な人や不適応行動 (認知症含む)の入所者が増加

している現状を踏まえ、職員がその症状の理解と適切な対応をするために、研修会

への参加等により、知識･スキルの向上に努める。  

     オ 介護サービスの提供 

     外部サービス利用型特定施設として、介護サービスを必要とする入所者には、ケ

アマネジャーによる相談と支援のためのケアプランを作成し、外部のサービス提供

事業者との契約に基づき、適切な介護サービスの提供に努める。  

カ 行事の実施 

      行事の実施については、入所者の意向を十分に踏まえ、地域との交流を図るため

の行事や、生活習慣として行われてきた季節行事等を実施する。  

 

    【年間行事】 

月  行  事  内  容  月  行  事  内  容  

４月  花見会、こいのぼり作り  10月  ホーム祭り  

５月  お茶会  11月  運動会  

６月  お楽しみ会（演芸）  

12月  

クリスマス会（阿武山たつの子認定こども  

園児との交流）  

ケーキ作りとクリスマス会  
７月  

七夕祭り（阿武山たつの子認定こど

も園児との交流）  

納涼花火大会  １月  元旦式、初詣、新春映画会  

９月  
お楽しみ会（外食）  

敬老会  

２月  節分  

３月  
ひな祭り、ひなまつり会（阿武山たつの子  

認定こども園児との交流）  

 

【月間行事】 

月間行事 

行  事  内  容 

クラブ活動・映画会・誕生会・懇談会・ミニスーパー・買物・  

ヘアカット・避難訓練 

   

【日  課】  

時    間  行  事  内  容  

   6： 30   起床  

    8： 00～ 9： 00   朝食  

    9： 30～ 10： 00   健康体操、歩け歩け運動、水分補給  

   10： 10～ 11： 30   ミニスーパー（水曜日）、クラブ活動、面会・交流会  

   12： 00～ 13： 00   昼食  

   13： 30～ 16： 00 
入浴（月、水、金）、クラブ活動、面会等、水分補給   

懇談会・誕生会（月１回）、映画会（月１回）  

   15： 00～ 16： 30   診察、血圧測定（木曜日）、体重測定（月１回）  

   17： 00～ 18： 00   夕食  

   21： 00   消灯  



 - 12 - 

  (3) 管理 

   ① 職員研修 

     支援員その他の職員に対し、次の内容により定期的に研修を実施する。  

・ 感染症や食中毒の予防及びまん延の防止  

・ 事故発生の防止 

・ ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使用 

・ 高齢者が抱える課題            

・ 精神疾患を持つ入所者への対応 

・ 身体的拘束の廃止 

また、入所者の生活の質を高めるため、職種ごとに専門的研修に参加し、スキル

アップ・意識改革を図る中で、入所者のニーズに応えていく。   

 

②   安全対策 

 ア 危機管理 

非常災害時対策として、既設の消防設備やその他の非常用設備の定期的な保守

点検を実施し、災害時を想定した関係機関への通報及び連携強化を図るとともに、

入所者の食糧についても備蓄を行っていく。また、要援護高齢者の避難施設とし

ての機能を果たすことができるよう施設管理に努める。 

感染症や食中毒の予防及びまん延の防止や事故発生の防止については、職員の

研修及び入所者への周知を徹底する。                          

    イ 防災訓練                            

       入所者に対して毎月１回避難訓練を実施するとともに、年２回消防署の指導の

もと防災訓練を実施する。 

 

③ 苦情解決 

入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情解決責任者

及び苦情受付担当者を定め、意見･要望のしやすい環境づくりに努める。また、月

１回の懇談会を通じて入所者からの要望等を聞く中で、入所者のニーズを把握し、

支援の向上に努める。 

 

④   地域との交流                            

入所者が「生きがい」を感じながら、ホーム生活を送れるよう、阿武山たつの子

認定こども園、阿武山小学校、阿武野中学校等との異世代間交流の実施や地域行事

に参加する。また、中学校の福祉体験学習・大学等の教員免許取得希望者介護等体

験や積極的なボランティアの受入れ等、地域活動への参加と協力などにより地域交

流を図る。  

 

    ⑤ 保健衛生 

入所者が週１回の血圧測定・診察、年２回の健康診断を受け、看護師が入所者の

心身の状況を常時的確に把握するとともに、嘱託医や関係医療機関と連携して健康

管理を行う。また、全入所者を対象としたインフルエンザ予防接種を行う。  

看護用品、衛生材料、施設内薬品を適正に管理する中で、急変時の救急救命処置、

褥瘡（じょくそう）・外傷等の処置等を行う。  

施設・設備については、常に清潔に保つように心がけるとともに、感染症対策に

もマニュアルにより万全を期す。 

また、高槻市理美容組合にご協力をいただき、希望する入所者にヘアカットを隔

月実施する。 
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   ⑥ 環境への配慮 

「高槻市環境基本計画」や「たかつきエコオフィスプラン」等に基づき、電気・ガ

ス・水道の使用量節減やごみの減量に努めるとともに、周辺の美化に配慮し、定期

的に周辺の清掃を行う。また、季節に応じた草花を敷地内に植栽するなど緑化に努

める。 

特に夏季には冷房効果を高めエアコン使用量を抑えるため、引き続きツル性植物

による市の「たかつき緑のカーテン大作戦」を実施する。  

 

 (4) 生活管理指導短期宿泊事業 

      ① 運営方針 

      介護予防及び生活支援が必要であると認められる高齢者を一時的（原則：月７日

以内）に受け入れ、これらの高齢者及びその家族の福祉の向上を図る。  

 

      ② 利用定員 

      一日当たり４人以内 

 

      ③ 利用者への対応 

     ア 生活援助 

       起床、食事、入浴、就寝時間等を定め規則正しい日常生活が過ごせるよう指導

する。 

     イ 食事の提供 

       入所者の身体状況に配慮した食事を提供する。  

     ウ 生活環境整備づくり 

       保健衛生に充分に配慮した環境整備をより一層推進する。  

     エ 健康管理 

       心身状況を的確に把握するため、生活相談員、看護師、介護職員、栄養士が連

携を密にして、健康管理に努める。 
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Ⅶ  施設概要 

施設名 設置年月日 平成5年4月12日

所在地 定員 ３５名

敷地面積 6,208.56㎡ 建物面積 557.516 ㎡ 構　　造 鉄筋コンクリ－ト造２階建て

施設名 設置年月日 平成5年4月12日

所在地 定員 ５０名・ショ－トスティ４名

敷地面積 6,208.56㎡ 建物面積 2,738.938 ㎡ 構　　造 鉄筋コンクリ－ト造２階建て

高槻市立養護老人ホ－ム“阿武山荘”

高槻市阿武野二丁目２番２号

阿武山老人デイサ－ビスセンタ－

高槻市阿武野二丁目２番２号

 










